
障害福祉施策等の動向について

富山県厚生部障害福祉課

令和６年６月

令和６年度サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者実践研修資料



Ⅰ 障害者・障害福祉サービス利用者の推移等



（在宅・施設別）
障害者総数 １,１６０．２万人（人口の約９．２％）

うち在宅 １,１１１．０万人（９５．８％）

うち施設入所 ４９．３万人（ ４．２％）

           身体障害者（児）            知的障害者（児）         精神障害者 

          ４３６．０万人               １０９．４万人           ６１４．８万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅身体障害者（児） 

４２８．７万人（９８．３％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅知的

障害者

（児） 

９６．２万人 

（８７．９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

５８６．１万人（９５．３％） 

 

 

 

施設入所

知的障害

者（児） 

１３．２万人 

（１２．１％） 

 

 

 

入院精神障害者 

２８．８万人（４．７％） 

施設入所身体障害者（児） ７．３万人（１．７％） 

 

○障害者の総数は１,１６０．２万人であり、人口の約９．２％に相当。
○ そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害児者は１０９．４万人、精神障害者は６１４．８万人。
○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。

障害者の数＜全国＞

※身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅）、平成３０年（施設）の調査等、精神障害者数は令和２年の調査による推計。年齢別の身体障害者（児）、知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）での算出。
※身体障害者（児）及び知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には

含まれていない。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。



○肢体不自由＋内部障害＝８４％ ○重度・中度が８８％を占める ○６５歳以上が７８％を占める

身 体 障 害 者 の 状 況
～身体障害者手帳の保持者数の推移～

各年度3月31日現在
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468 463 461 454 460 475 464 467 462 458 445 
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知 的 障 害 者 の 状 況
～療育手帳の保持者数の推移～

各年度3月31日現在

65歳以上

18～64歳

0～17歳

○１０年前から１，４７６人の増 ○中度・軽度で６４％を占める ○６５歳以上は１０％程度

1,478 1,510 1,569 1,581 1,577 1,594 1,573 1,578 1,548 1,567 1,651 

5,111 5,192 5,292 5,268 5,424 5,566 5,717 5,881 6,022 6,127 6,216 

663 710 760 743 764 786 813 805 830 847 861 

7,252 7,412 
7,621 7,592 7,765 7,946 8,103 8,264 8,400 8,541 

8,728 
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精 神 障 害 者 の 状 況
～精神科病院入院患者数・公費負担通院患者数の推移～

人

3,123 3,001 2,931 2,946 2,901 2,907 2,875 2,816 2,813 2,786 2,743 

9,639 9,877 10,091 10,396 10,708 

11,033 11,338 11,889 12,375 
12,926 
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精神科病院入院患者数 公費負担通院患者数

通院

入院

各年度6月30日現在

○入院患者：１０年前から３８０人減 ○通院患者：１０年前から４，０７１人増

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

１級 434 447 457 469 473 483 506 521 559 598 624

２級 3,215 3,407 3,635 3,889 3,995 4,172 4,472 4,780 4,893 5,195 5,436

３級 879 1,034 1,200 1,307 1,440 1,631 1,785 2,010 2,146 2,353 2,650

計 4,528 4,888 5,292 5,665 5,908 6,286 6,763 7,311 7,598 8,146 8,710

精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度３月31日現在） 単位：人



種 別 人 数

身体障害者 ４３，８５１人

知的障害者 ８，７２８人

精神障害者（※） １６，４５３人

難病等者 ８，３３７人

計 ７７，３６９人

身体・・・身体障害者手帳所持者数 知的・・・療育手帳所持者数、

精神・・・精神科病院入院患者及び通院医療費公費負担患者※令和３年６月末

（精神障害者保健福祉手帳所持者数 ８，１４６人）

難病･･･ 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数

（厚生労働省衛生行政報告例) 

令和５年３月末（※は令和４年６月末）
・身体、知的、精神障害者、難病等者数

・令和５年４月１日の富山県人口 1,009,050人

人口比率では ＝ ７．７パーセント

・このほかに、現行の手帳制度、医療制度に位置付け

られない障害のある者や児童がいる。

例えば、医療的ケア児は、各種手帳制度に照らしてみると、
等級が低く出たり、等級がつかない場合も多くあります。



就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における
課題を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う

自立訓練（機能訓練） 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓
練を行う

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行う

就労継続支援（A型）
一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な
訓練を行う

就労継続支援（B型）
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話
を行う

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の
機会を提供する

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常
に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等
を総合的に行う

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和４年１月サービス提供分（国保連データ）者 児
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計画相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

障害児相談支援

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同行支援等を行う

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を行う

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援などを行う

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支
援を行う

医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの
支援及び治療を行う

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和４年１月サービス提供分（国保連データ）者 児

障
害
児
通
所
系

障
害
児

入
所
系

相
談
支
援
系

障

害

児

支

援

に

係

る

給

付

障害福祉サービス等の体系（障害児支援、相談支援に係る給付）＜全国＞

障
害
児

訪
問
系

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）

相

談

支

援

に

係

る

給

付

児

者

者

者

児

児

児

児

児

児

児

児

9,547

87

17,748

151,389

1,783

278,735

278

9,770

100

1,145

1,386

1,821

41,028

185

197

202,337 

63,828

551 

4,079

9,407

5,595

319

577

サービス内容 利用者数 施設・事業所数



障害児者のサービス別の利用状況 ～Ｒ３年５月実績～

サービスの種類 利用人数（人） サービスの種類 利用人数（人）

居宅介護 ６８２ 自立訓練（機能訓練） １５

重度訪問介護 ２４ 自立訓練（生活訓練） ７９

同行援護 ８３ 宿泊型自立訓練 ９

行動援護 ５３ 就労継続支援Ａ型 １，３６６

短期入所 ２０５ 就労継続支援Ｂ型 ２，３３５

療養介護 ２９６ 就労移行支援 １４７

生活介護 ２，５１９ 就労定着支援 ５６

施設入所支援 １，３２７ 共同生活援助 ９６６

計 ５，１８９ 計 ４，９７３

児童発達支援 ６２７ 計画相談支援 １，６３６

放課後等デイサービス １，５３４ 障害児相談支援 ５５４

保育所等訪問支援 １７ 地域移行支援 ０

障害児入所 ５４ 地域定着支援 ４８

計 ２，２３２ 計 ２，２３８



Ⅱ 制度の変遷や法の目的など



「ノーマライゼーション」理念の浸透

【H15】

【S56】
障害者基本法

（心身障害者対策基本法
として昭和45年制定）



身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として
昭和25年制定）
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第一条 （目的）

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個
人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられるこ
となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも
に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者
の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

障害者基本法

障害者総合支援法
（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法
律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又
は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他
の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわ
らず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目
的とする。



障害のある人の年齢（ライフステージ）に応じた、必要となる支援
～誰もが事故や病気で障害を有することとなる可能性があります～

生まれたときに障害や病気があることがわかったら、入院中に障害者手帳や福祉サービスを
手続することもあるでしょう。

乳幼児期

体の発育や言葉・行動などコミュニケーション面でも、発達が著しい時期です。市町村では１
歳６月児や３歳児の健康診査があります。そこで、障害や発達の遅れが分かる場合がありま
す。
障害があることが分かった場合、「児童発達支援」という障害のある子どもの支援を行う通園
施設や、保育所等に通います。

未就学期

小中高校の１２年間は、子どもの成長に最も大切な時期です。障害のある子どもが地域の学
校（「特別支援学級」、「特別支援学校」）で学ぶ機会が増えてきました。放課後にはデイサービ
スを利用する子どもも増えてきています。
卒業進路には、「進学」、「就職」、「福祉サービス」の３つがあります。

学齢期・学校卒業期



学校を卒業すると、地域のいろいろな暮らしが待っています。
日中の過ごし方としては、会社や支援事業所で働く人、支援を受けながら日中活動を
する人などがいます。

会社で働く・事業所に通う

住まいの場所も様々です。家族で暮らす人、ヘルパーサービスを使って暮らす人、
グループホームを利用する人、入所施設で暮らす人もいます。

暮らす

働くことや事業所に通うこと以外にも障害のある人自身の「本人活動」なども大切
です。

余暇（たのしむ）



５０歳くらいからは、健康のことや病気のことや、老後のことも心配です。
障害によっては、受診や検診に制約が伴うこともあります。

健康・病気

障害のある人が６５歳になると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービス
に移行します。そのため、利用する事業所を変えなくてはならない人もいます。

介護保険サービスとの関係

家族の高齢化は、大きな課題となっています。
「親亡き後」も含め、家族がしていたことを地域や社会で支える仕組みも必要です。

家族が高齢になると

障害の有無に関係なく、多くの人は病院で亡くなっています。
最近では、入所施設やグループホームで亡くなるまで支援する数も増えてきていま
す。

最期の場所



障 害 者 ・ 障 害 児 の 範 囲 に つ い て

身体障害

知的障害

精神障害

難病等

対象者

０歳 １８歳障害児 障害者

児童福祉法第４

条第２項に規定

する障害児

身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者

知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち、１８歳以上で
ある者

精神保健福祉法第５条に規定する精神障害者（発達障害
者支援法第２条第２項に規定する発達障害者を含む）のう
ち、１８歳以上である者（高次脳機能障害については、精
神障害者であることが確認された場合に対象となる）

＜障害者総合支援法上の障害者・障害児の定義概念図（現行）＞

治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病で
あって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大
臣が定める者（３６６疾患）

障
害
が
重
複
し
て
い
る
方
も
い
ま
す

医学モデルからみた障害



Ⅲ 国と県の障害福祉関係予算について



障害福祉サービス等に関する公費負担及び利用者負担＜全国＞

※国及び地方自治体の負担額：障害者自立支援給付費負担金（実績。R４は予算額）。
※負担割合は、国：都道府県：市町村＝２：１：１
※利用者負担額：国保連データ（H20-R2）及び障害者自立支援給付費負担金を元に障害福祉課推計。
※利用者負担率：国保連データ（H20-R2）。H18・H19はH20の負担率、R３・R４はR2の負担率で仮置き。
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富山県内の自立支援給付費（介護給付＋訓練等給付）の推移

○ 障害者自立支援給付費は、年々伸びている。

○ 平成２４年度以降、１００億円を超え、令和３年度の実績額は約１７８億円となっている。

百万円
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令和６年度富山県の障害福祉関係予算の概要



Ⅳ 障害福祉サービス等報酬改定等
（主なもの）
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